
 2024 年度 学童クラブ入所のご案内 

挨 拶                             
平成２５年４月より、市から公認を受けて、印西市で初めての民間業者運営の学童クラブとして
スタート致しました。この事により、公立の学童と同じ保育料で利用が可能になりました。 
是非、ご利用ください。   NPO 法人子供の人権を守る市民ネットワーク 理事長 小原秀一 
 

学童保育とは 
就労等により、児童を監護する者が昼間家庭にいない小学校 1 年生～6 年生までの児童を 

対象に放課後等の生活の場を提供し、生活指導を行うことにより、児童の健全な育成を図る 

ことを目的としています。 

【1】教育方針 

キリスト教精神の下、学年を問わず、お互いを思いやり、一緒に活動し、助け合いながら放課後 

の生活が、安心して送れるように致します。 
 

【2】対象児童：小学校１年生～６年生の健常児 
 

【3】定員 お迎え小学校 開所時間         ※土曜日 8:00～17:00 

 定員 お迎え・徒歩 開所時間 

 

松崎 

学童クラブ 45 

お迎え：高花小 

 

徒 歩：船穂小 

小学校がある日    下校時間～19:00 

時間外(別途料金)  19:00～20:00  

夏・冬・春長期休み  7:00～19:00  

時間外（別途料金）7:00～ 8:00 
 

アルカ 

サール 

学童クラブ 
40 

お迎え：内野小 

 

徒 歩：小倉台小 

木刈小 

小学校がある日    下校時間～19:00  

時間外(別途料金)  19:00～20:00 

夏・冬・春長期休み  7:00～19:00  

時間外（別途料金）7:00～ 8:00 
 

Big 

Hop 

学童クラブ 

40 

お迎え：西の原小 

徒 歩：原小 

小学校がある日    下校時間～19:00 

夏・冬・春長期休み  8:00～19:00 

モア 

学童クラブ 40 

お迎え：牧の原小 

徒 歩：原小 

小学校がある日    下校時間～19:00  

夏・冬・春長期休み  8:00～19:00 

 

【4】 休所日                   登所不可（出席停止） 

●日曜・国民の祝日     

●12/29～翌年の１/３ 

 

●感染症に感染した児童     

●学級閉鎖・学年閉鎖のクラスの児童 

●学校閉鎖になった学校の児童 

【5】入所要件について ABC 

Ａ：下記の就労条件を満たしている事 

□１．印西市の住民票が取得でき、夫婦共働きなどの理由により、 

保護者等他に監護する者が昼間家庭にいない児童。 

（概ね 週 3 日以上、1 日 4 時間以上の勤務時間である事。） 

□２．勤務終了時間が下校時以降（15 時以降）である事。 

Ｂ：その他  保護者または家族が疾病等のため、家庭で適切な監護を受けられない児童。 

保護者が育児休業を取得している場合は、入所の対象になりません。 

Ｃ：入所面接審査を満たす方 

□1．学校から学童クラブまで、1 人で寄り道せずに登所できる児童。 

□２. 職員１人の配置に対し３５～４０名の集団生活が出来る児童 

お子様に補助を必要となる場合は、入所は先送りとなります。 

□３．お子様が、当学童入所後、集団生活が困難である場合や、特別な配慮やケアが必要な

時は、専門機関や市等に相談を依頼します。この事に同意し、ご協力を頂ける保護者。 

□４．専門機関、ご家庭、市役所や当学童所との連携を密にし（子どもの発達診断等の個人

情報の共有を含む）、子どもの発達、成長のために協力をして頂く事にも同意をいただけ

る保護者。この事に同意頂けない場合は、当学童所での安全保育ができません。 

退所をして頂く場合がある事に同意を頂ける保護者。 

□５. 4 月  1 日(月) 子どもオリエンテーションに参加できる児童(子供のみ参加) 

 6.  3 月 30 日(土) 保護者オリエンテーションに必ず参加できる保護者(保護者) 

 

【6】面接  面接会場：松崎（印西市松崎 517、しおん幼稚園内） 

面接は利用学童児・その保護者(1 名)で、10 分程度です。 

A「入所許可申請書」の下に、面接希望日時を記入してください。 

西村学園の在園生は、園生活中にお子様の様子を見ます。 

 

【7】面接後の手続き 

①2023 年 12 月 15 日までにハンドブックを読んで同意書をご提出ください。 

②2023 年 12 月 15 日までに 4 月の諸費用 4,450 円を下記口座へお振込みください。 

●振込み先 京葉銀行 （銀行コード 0522） 

●支店名 千葉ニュータウン支店    （店番号 282） 

●口座番号 4741831 

●名 義 特定非営利活動法人 子供の人権を守る市民ネットワーク 理事 小原秀一 



※入所許可証が発行されていても、同意書が提出されない方、 

4,450 円お振込みをされない方は、当学童クラブのご利用はできません。 

（入所をキャンセルした場合でも、4 月の諸費用 4,450 円の返金は致しません） 

※入所許可証の発行 

面接終了後発行致しますが、期日までに同意書の提出がない場合は無効となります。 

※ハンドブックとは、しおん学童クラブの運営、方針、より良く安全に学童で過ごすための会則です。 

※同意書とは、ハンドブックの会則に同意して頂く書類です。この同意書は提出必須です。 

同意書を提出しない方は当学童の利用はできません。 

※西村学園在園生の方は、申請書類A～Cを提出後、同意書を12/15までに提出してください。 

 

【8】保育料の減免対象者 (申請書類は印西市保育課へ問合せ) 

※１：保育料減免申請書に必要書類を添付し、学童クラブへ提出してください。 

※２：減免は、年度内に限り、減免対象月まで遡る事ができます。 
 

【9】土曜日利用について 

就労証明書に就労している家族全員の土曜日勤務が記載されていることが必須条件です。 

土曜日の保育利用が必要な方は必ず利用日の１ヶ月前に、『土曜日利用届』を提出ください。 

現在、土曜利用者が若干名の為、他のしおん学童クラブと交流して行います。 

原則として、下記の表に沿って保育を行います。 
 

第 1・５土曜日：松崎学童  第 2 土曜日 : アルカサール学童 

第 3 土曜日 : BigHop 学童  第 4 土曜日 : モア学童 
 

お弁当を持って来てください。指定の保育場所の学童クラブへ保護者の方の送迎をお願い 

致します。又、土曜日利用は保育料が変わります。【12】を参照してください。 

 

【10】お盆休みについて 

お盆休みの利用は、若干名のため 1 ヶ所に集まって合同保育します。 

原則として、広くて外遊び、水遊びも行える松崎学童で行います。 

 
 
 
 

【11】諸費用 

 ①おやつ代 月額 2,200 円（8 月は 4,200 円） 

②行事費 月額  600 円  

③共益費 月額 1,650 円（連絡通信費 300 円  環境整備費 1,350 円） 

合計 月額 4,450 円（8 月は 6,450 円） 

【12】保育料 

区分 学年 １人 ２人 目 以 降 

通常 

月～金 

１年～３年生 月額 6,000 円 
（８月は 8,000 円） 

月額 3,000 円 
（８月は 4,000 円） 

４年～６年生 月額 4,000 円 
（８月は 6,000 円） 

月額 2,000 円 
（８月は 3,000 円） 

通常 

月～土 

１年～３年生 月額 8,000 円 
（８月は 10,000 円） 

月額 4,000 円 
（８月は 5,000 円） 

４年～６年生 月額 6,000 円 
（８月は 8,000 円） 

月額 3,000 円 
（８月は 4,000 円） 

                                       

【13】時間外料金(別途料金) 

30 分 700 円の時間外(別途料金)料金が発生いたします。 

7:00~7:30  700 円       7:30~8:00  700 円 
19:00~19:30 700 円      19:30~20:00 700 円 

 

【14】保育料・諸費用の支払いについて   

１．引落し金融機関 

郵便局に口座を開いて下さい。別紙の「郵便局自動払込利用申込書」に必要事項を 

記入し、2024 年 1/31 までに保護者がご自分でお近くの郵便局へ出してください。 

２．引落し日 

毎月 14 日に保育料・諸費用を引落し致します。毎月前日迄に、当月分を郵便局の口座に

入金してください。（引落し手数料は 1 回 55 円です。） 

兄姉が在籍の場合は、合算での引落しの為手続きの必要はありません。 

初めて兄弟姉妹で入所の場合は、合算での引落しの為 1 部のみご提出ください。 

３．引落しが出来なかった時の、振り込み先 

●京葉銀行（銀行コード 0522）   

●千葉ニュータウン支店（店番号 282） 

●口座番号 4741831 

●名義   特定非営利活動法人 子供の人権を守る市民ネットワーク  理事 小原秀一 

減免対象者 必要書類 

生活保護法の規定による被保護世帯（社会福祉課） ※1 生活保護受給証明書 

印西市要保護児童生徒及び準要保護児童生徒 
援助費支給規則要綱に規定する世帯（教育委員会学務課） 

※2 要保護及び準要保護 
児童生徒証明（申請書） 



４．手数料 引落し手数料・送金手数料は、皆様のご負担となります。 

 

【15】入所期間  2024/4/1～2025/3/31 まで 

●入所資格を満たさなくなった時は、その時点で退所となります。 

●保護者が育児休暇を取得している時は、入所対象にはなりません。 

【16】当学童車の利用について 

小学校がある時は、保護者に代わってお子様を小学校からしおん学童クラブまでの迎えを致します。

しかし、春・夏・冬の長期休みは、保護者が当学童までお連れください。 

□１．学童車の迎え先小学校 ： 高花小、内野小、西の原小、牧の原小 

□２．当学童車の会員登録  年間登録料：1 人 1000 円 

（A）利用会員登録をし、当学童クラブハンドブックに同意してください。 

（B）「迎え依頼書・スクールコネクション登録」を提出してください。 

□3．お迎えバスの会員費  1 人：毎月 3000 円（1 年分を 12 ヶ月で割っております） 

 

□4．責任の所在 

当学童車のお迎えで学童保育に来る場合、当職員が、指定の待合場所でお子様と会ってから 

当学童クラブにおけるお子様の安全保育責任が開始します。小学校終了後、当学童お迎え担 

当者が、指定の待合場所でお子様に会うまでのお子様の責任は、保護者となります。 

 

【17】学校から学童クラブに入室するまでの責任は保護者です 

学校から学童クラブに来る間の責任は保護者となります。当学童クラブにおけるお子様の安全 

責任は、お子様が当学童クラブに入室しキッズリーを押した事を、職員が確認してから開始 

すると致します。 

 

 

【18】学校から学童クラブまでの下校練習 

学校から学童クラブまで、安全に登所できるように、当学童でも、子供オリエンテーション時や 

春休みの学童クラブ時に、練習をいたします。しかし、保護者の責任において、下校の安全に 

ついて、お子様のご指導をしてください。 

 

【19】学校から学童クラブまでの通路 

当学童では、通学路を通って学童に来る道を通路とします。 

【20】月間利用表について 

毎月の「利用表」は、前月２０日までにご提出下さい。（FAX・郵送可） 

月末に学童クラブより返却の利用表は、担任の先生へ必ず提出して下さい。 

変更は、アサヒパワーサービスのメール連絡網でご連絡ください。 

 

【21】メール連絡網の登録 
ハンドブックの QR コードを読み込みで登録ページにアクセスしてください。 

メール連絡網のテストメールは、3 月末に、欠席連絡、利用変更のできる URL を 

配信いたします。URL を保存してお使いください。 

兄姉が在籍の場合は、手続きの必要はありません。 

 

【22】登降園管理システムを導入 

スマートフォン・アプリ 「キッズリー」を、ご登録下さい。欠席等のコメントは入力しないでください。 

お子様の学童クラブへの登所、降所のお知らせが、保護者の方のアプリに届きます。 

 

【23】一人帰宅・一人通所の責任について 

「通所に関する申し出書」（児童 1 人での帰宅、通所） 

お子様が習い事に行く時、一人帰宅する時、一人通所する時の責任は、保護者にあります。 

学童を退出した時から、お子様の責任は、保護者です。 

一人帰宅は、日没前、印西市の防災チャイムの前に、学童クラブを出発します。 

3 月～９月は 17：00  10 月～２月は 16：30  チャイム後のひとり帰宅はできません。 

 

【24】学童クラブから習い事に行く事について 

1 日 1 回、学童クラブから習い事に行く事ができます。 

「習い事に関する申し出書」を提出してください。 

下校時間の変更や保育現場の諸事情等によって、希望する時間に送り出せない事があります。 

 

【25】入所許可の取消   

 次の事由に該当する場合、退所となることがあります。 

●申請内容に偽りがあった場合。 

●正当な理由なく学童保育料を 2 ヶ月滞納している場合。 

●その他、管理運営上支障があると認める場合。 



【26】変更連絡 

入所決定後、次の事由など申請内容に変更が生じた場合は、速やかに当学童クラブまで 

ご連絡いただき、必要な書類を提出してください。 

●就労証明書の就労期間に期限がある場合は、更新時に提出 

 （就労証明書のコピーをお手元に保管し、更新月を確認してください） 

●住所や電話番号等家庭状況が変わった場合｡ 

●勤務先や勤務時間などが変わった場合｡等 

 

【27】退所届  
退所する時は、指定の退所届を 1 ヶ月前に提出してください。 

退所届が提出されない場合は、保育料諸費をお支払い頂きます。 

 

【28】児童オリエンテーション  新入生は、必ず出席してください。 
 

4 月 1 日 （月） 

10:00~11:00 モア学童クラブ 

11:00~12:00 アルカサール学童クラブ 

13:00~14:00 松崎学童クラブ 

14:00~15:00 BigHop 学童クラブ 

☆入所式               ☆キッズリー 登所確認のやり方体験 

☆自分のランドセル置き場の確認  ☆学童保育内でのお約束 

 

【29】小学校迎え車の乗り方・徒歩で登所の仕方   

新 1 年生は 必ず参加してください。 

入学式前に予定しております。詳細は後日ご連絡致します。 

小学校迎え車の乗り方 

●小学校内 お迎え場所の確認 

   ●お迎え場所でのお約束 車の中でのお約束の確認 

  徒歩で登所の仕方 

●職員と一緒に小学校まで通学路を通って歩きます。 

 

【30】お弁当注文の利用 長期休暇のみ 

春、夏、冬休みは、指定された期間に注文用紙でお申し込みください。 

一度注文したらキャンセルはできません。 

始業式の前日までお弁当注文は可能です。但し臨時休校の日はできません。 

 

【31】提出書類と提出期限 

しおん学童ホームページ 申請書類よりダウンロードして下さい。 

郵送先 

しおん学童クラブ 
提 出 書 類 

申請書類一式 

 

11/15 必着 

□A．入所許可申請書（児童 1 人につき 1 枚） 

□B．就労証明書：同居の 65 歳未満全員：コピー可 

    就労期間に期限がある場合は、更新時に提出 

□C. 申込児童の健康状況（写真添付） 

□D. 申立書（必要な方のみ提出） 

1２/15 必着 □E. 同意書 

2024. 1/31 

 

     必着 

□F. 緊急連絡先（写真添付） 

□G. 通所に関する申出書（1 人帰宅、通所） 

□H. 習い事に関する申出書 

□I. 時間外利用届・土曜日利用届（該当者のみ） 

□J. 小学校お迎え依頼登録申込書 

□K. スクールコネクション登録書（小学校担任の先生へ提出） 

□・ 月間利用表（前月の 20 日締切、毎月提出） 

     4 月の利用表は 3/20 までに提出  

※入所申請書類の不備・不足等がある場合は受付することが出来ません。 

 

【32】申請期間  2023/10/15 ～ 11/15  まで 

持参不可 必ず 郵送で下記住所に郵送で申請書類を提出 

〒270-1344  千葉県印西市松崎 517  

子供の人権を守る市民ネットワーク しおん学童クラブ事務局 

 

郵送締切 11 月 15 日必着    電話：0476-46-3928 


